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令和7年 7月 1日から資源ごみ等持ち去りを禁止します 
 

堺市では、堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例に基づき、令和 7 年 7 月 1 日より資源ごみ等の持

ち去り行為を禁止します。 

資源ごみ等の持ち去り行為は、ごみの減量やごみに対する分別意識の低下を招き、適正処理・リサイクルの推進に

大きな影響を及ぼします。また、騒音やごみの散乱、不法投棄、敷地への無断侵入などの原因になり、お住まいの

方々への迷惑行為等となります。 

資源ごみ等の持ち去り行為を発見された場合には､本市へご連絡いただきますよう、ご協力をお願いします。 

 

1 持ち去り行為が禁止となる資源ごみ等 

・缶、びん 

・プラスチック製容器包装 

・ペットボトル 

・小型金属 

・粗大ごみ 

 

2 禁止する行為 

行政収集に排出された資源ごみ等を持ち去る行為 

 

3 禁止行為を行った者への対応 

持ち去り行為を行った者に対して指導を行う。 

指導でも改善されない場合は、命令により持ち去り行為を止めるよう求め厳正に対処する。 

指導対象者から「生活に困窮している」と伺った場合には、経済的自立に向けた支援につなげる。 

 

4 巡回・監視の強化 

本市及び委託業者による資源ごみ等収集日のパトロールや、通報のあった地域への訪問指導を実施します。 

 

問
い
合
わ
せ
先 

担 当 課：環境局 環境事業部 環境業務課 

電 話：072-228-7429 

フ ァ ッ ク ス：072-229-4454 

 

 


